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新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

（
入
学
資
格
）

（
入
学
資
格
）

第
二
条

研
修
生
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
資
格
を
有
す
る
者

第
二
条

研
修
生
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
資
格
を
有
す
る
者

で
、
石
川
県
立
輪
島
漆
芸
技
術
研
修
所
長(

以
下
「
所
長
」
と
い
う
。)

で
、
石
川
県
立
輪
島
漆
芸
技
術
研
修
所
長(

以
下
「
所
長
」
と
い
う
。)

が
別
に
定
め
る
選
考
委
員
会
の
審
査
に
合
格
し
た
も
の
と
す
る
。

が
別
に
定
め
る
選
考
委
員
会
の
審
査
に
合
格
し
た
も
の
と
す
る
。

一

普
通
研
修
課
程

一

普
通
研
修
課
程

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
七
条

に
規
定
す
る
者
と
同
等
程
度
の
学
力
を
有
し
、
榡
地

、

髹

漆
、
蒔

に
規
定
す
る
者
と
同
等
程
度
の
学
力
を
有
し
、
榡
地

、

髹

漆
、
蒔

そ

き
ゆ
う

ま
き

そ

き
ゆ
う

ま
き

絵
若
し
く
は
沈
金
の
基
礎
技
術
を
習
得
し
た
者
又
は
特
別
研
修
課
程

絵
若
し
く
は
沈
金
の
基
礎
技
術
を
習
得
し
た
者
又
は
特
別
研
修
課
程

専
修
科
を
卒
業
し
た
者

専
修
科
を
卒
業
し
た
者

二

特
別
研
修
課
程

二

特
別
研
修
課
程

学
校
教
育
法
第
九
十
条

に
規
定
す
る
者
又
は
所
長
が
こ
れ
と
同

学
校
教
育
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
者
又
は
所
長
が
こ
れ
と
同

等
程
度
の
知
識
及
び
能
力
が
あ
る
と
認
め
た
者

等
程
度
の
知
識
及
び
能
力
が
あ
る
と
認
め
た
者


